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学都松本教育１００年を語る会講座 

小学校はなにを学ぶところ？－旧開智学校校舎の資料から 

 

～小学校を規定する文書・法令～ 

 

１ 五カ条の御誓文（明治元年） 

  智識ヲ世界ニ求メ大ニ皇基ヲ振起スヘシ 

 →木戸孝允「徐々全国に学校を振興し」（明治元年）、大久保利通「教化の道を

開き学校の制を設くべし」（明治 2年） 

 

２ 学制序文（明治 5年） 

  学問は身を立るの財本、邑（むら）に不学の戸なく家に不学の人なからしめん 

 ※明治五年八月三日文部省布達第十三号別冊 

小学校は教育の初級にして人民一般必す学はすんはあるへからさるものとす

～小学と称す即ち尋常小学女児小学村落小学貧人小学小学私塾幼稚小学 

 

３ 教育令－第１次～３次（明治 12年、13年、18年） 

  小学校ハ普通ノ教育ヲ児童ニ授タル所 

 

４ 小学校令－第１次～４次（明治 19年、23年、33年、40年） 

  第２次－小学校ハ児童身体ノ発達ニ留意シテ道徳教育及国民教育ノ基礎並其

生活ニ必須ナル普通ノ知識技能ヲ授クルヲ以テ本旨トス（以降共通） 

 

５ 大正時代の教育 

  大正新教育の盛り上がりと国民精神作興の証書（大正 12年） 

 

６ 国民学校令（昭和 16年） 

  国民学校ハ皇国ノ道ニ則リテ初等普通教育ヲ施シ国民ノ基礎的錬成ヲ為スヲ

以テ目的トス 

 ※戦時教育令（昭和 20年） 

  学徒ハ尽忠以テ国運ヲ双肩ニ担ヒ戦時ニ緊切ナル要務ニ挺身シ平素鍛錬セル

教育ノ成果ヲ遺憾ナク発揮スルト共ニ智能ノ練磨ニ力ムルヲ以テ本分トスベシ 

 

７ 学校教育法（昭和 22年） 

  小学校は、心身の発達に応じて、初等普通教育を施すことを目的とする。 



年号 西暦 できごと 社会情勢 開智学校に関するできごと

明治元年 1868 明治改元、戊辰戦争

2年 1869

3年 1870 崇教館が松本藩学へ

4年 1871 廃藩置県 松本藩学が松本県学に

5年 1872 学制発布 松本県学が筑摩県学に

6年 1873 徴兵令、地租改正 開智学校開校

7年 1874 民撰議院設立の建白書

8年 1875

9年 1876 擬洋風校舎新築

10年 1877 西南戦争

11年 1878

12年 1879
教育令（自由教育令）
徳育論争（教学聖旨と教育議）

13年 1880 第２次教育令

14年 1881 国会開設の詔 閉校届騒ぎ

15年 1882

16年 1883 校長が初めて設置

17年 1884 ニューオリンズ万博に校舎の写真出品

18年 1885 第３次教育令、内閣制度成立

19年 1886 小学校令など公布

20年 1887 大同団結運動 校内に幼稚園開設

21年 1888

22年 1889 大日本帝国憲法発布

23年 1890 第２次小学校令、教育勅語下付 能力別学級編成の試み

24年 1891 小学校祝日大祭日儀式規定 教育勅語奉読開始、書籍館開設

25年 1892 一市一校制開始、シカゴ万博写真出品

26年 1893

27年 1894 日英通商航海条約、日清戦争 勅語奉護のために宿直開始

28年 1895 三国干渉

29年 1896

30年 1897

31年 1898 校訓「愛正剛」制定、修学旅行の開始

32年 1899 子守教育所開設

33年 1900 義和団事件、第３次小学校令 特別学級開設

34年 1901

35年 1902 日英同盟協約

36年 1903

37年 1904 日露戦争 源池部増設

38年 1905

39年 1906 明治三十七、八年戦役紀念館

40年 1907 第４次小学校令改正（義務教育６年） 松本、市制施行

41年 1908 戊申詔書発布

42年 1909

43年 1910 大逆事件 田町部増設

44年 1911
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年号 西暦 できごと 社会情勢 開智学校に関するできごと

大正元年 1912 第一次護憲運動

2年 1913 校庭運動会開始

3年 1914 第一次世界大戦

4年 1915 中国に二十一カ条の要求

5年 1916 吉野作造の民本主義 裏町特別学級開設

6年 1917

7年 1918 シベリア出兵、教育費国庫負担法 筑摩部増設

8年 1919 林間保育開始

9年 1920

10年 1921 『小さい花』創刊（～昭和１０年）

11年 1922

12年 1923
関東大震災
国民精神作興ニ関スル詔書

旭町部増設

13年 1924 第２次護憲運動 子どもの絵展覧会、美術室開設

14年 1925 治安維持法・普通選挙法公布 田川部、井川部増設

昭和元年 1926

2年 1927 金融恐慌

3年 1928 清水部増設

4年 1929

5年 1930 ロンドン海軍軍縮条約

6年 1931 満州事変

7年 1932

8年 1933 国際連盟脱退 井川部が鎌田部に

9年 1934 コンクリート造奉安殿建設

10年 1935 美濃部達吉の天皇機関説 一市一校制の廃止、各部校独立

11年 1936 二・二六事件

12年 1937 日中戦争開戦 防空訓練開始

13年 1938 国家総動員法

14年 1939 青少年学徒ニ賜ハリタル勅語

15年 1940 日・独・井三国同盟 鍛練遠足開始

16年 1941 太平洋戦争開戦、国民学校令公布 開智国民学校と改称

17年 1942

18年 1943

19年 1944 疎開児童の受入

20年 1945 戦時教育令、終戦

21年 1946
教育勅語の取扱いについて通牒
日本国憲法公布

22年 1947 教育基本法、学校教育法制定 市立開智小学校に改称
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